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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　過給機を備えるエンジンを制御するエンジンの制御装置であって、
　エンジンにおいて異常燃焼が発生する可能性を判定し、この判定結果に応じて、上記過
給機による過給圧を制限するための制限過給圧を設定して、過給圧がこの制限過給圧を超
えないように上記エンジンを制御するエンジン制御手段を有し、
　上記エンジンは、１サイクルにおける燃料の噴射を複数回に分割して行い、
　上記エンジン制御手段は、上記エンジンにおいて燃料を分割して噴射する回数が少ない
ほど、上記異常燃焼が発生する可能性が高いと判定して、上記制限過給圧を低く設定する
、ことを特徴とするエンジンの制御装置。
【請求項２】
　上記エンジンは、可変バルブタイミング機構を備え、この可変バルブタイミング機構に
よって吸気バルブのバルブタイミングを変化させ、
　上記エンジン制御手段は、更に、上記可変バルブタイミング機構によって上記吸気バル
ブの閉じタイミングが基準閉じタイミングから進角された量が大きいほど、上記異常燃焼
が発生する可能性が高いと判定して、上記制限過給圧を低く設定する、請求項１に記載の
エンジンの制御装置。
【請求項３】
　上記エンジン制御手段は、更に、エンジン回転数が低いほど、上記異常燃焼が発生する
可能性が高いと判定して、上記制限過給圧を低く設定する、請求項１又は２に記載のエン
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ジンの制御装置。
【請求項４】
　上記エンジン制御手段は、更に、上記エンジンのインテークマニホールドの圧力である
インマニ圧が高いほど、上記異常燃焼が発生する可能性が高いと判定して、上記制限過給
圧を低く設定する、請求項１乃至３のいずれか一項に記載のエンジンの制御装置。
【請求項５】
　上記エンジン制御手段は、更に、上記エンジンの吸気温が高いほど、上記異常燃焼が発
生する可能性が高いと判定して、上記制限過給圧を低く設定する、請求項１乃至４のいず
れか一項に記載のエンジンの制御装置。
【請求項６】
　上記エンジン制御手段は、更に、上記エンジンに供給される燃料と空気の量の関係を示
す当量比が小さいほど、上記異常燃焼が発生する可能性が高いと判定して、上記制限過給
圧を低く設定する、請求項１乃至５のいずれか一項に記載のエンジンの制御装置。
【請求項７】
　上記異常燃焼判定手段は、上記エンジンの運転領域が、エンジン回転数が所定値未満で
且つエンジン負荷が所定値以上である、低回転数且つ高負荷の領域である場合にのみ、上
記制限過給圧を設定する、請求項１乃至６のいずれか一項に記載のエンジンの制御装置。
【請求項８】
　燃料を気筒内に直接噴射するガソリンエンジンに適用される、請求項１乃至７のいずれ
か一項に記載のエンジンの制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エンジンの制御装置に係わり、特に、過給機を備えるエンジンを制御するエ
ンジンの制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、過給機を備えるエンジン（過給器付きエンジン）において、過給機による過
給圧が高くなると、燃焼室内の混合気の火花点火後に未燃混合気が自着火するノッキング
のような異常燃焼が発生する可能性が高くなることが知られている。このような異常燃焼
の発生を抑制すべく、例えば特許文献１には、吸気温やエンジン水温が高い運転状態にお
いて過給圧を高めと、ノッキングが発生する可能性が高くなるものと判断して、吸気温や
エンジン水温が高い場合に、過給圧を低下させる制御を行う技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－３１００４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、車両の動力性能を低下させることなく省燃費性能を向上させるために、エンジン
の排気量を小型化して燃費を向上させつつ、過給機による過給を行うことで動力性能を維
持する、いわゆるダウンサイジングコンセプトを適用したエンジンが開発されている。そ
のような過給機付きエンジンでは、過給機により圧縮された高温・高圧の新気が燃焼室内
に吸入されるので、自然吸気エンジンと比較して筒内圧や筒内温度が高くなりやすく、燃
焼室内の混合気が気筒の点火時期より前に自着火する異常燃焼、具体的にはプリイグニッ
ション（過早着火）が発生しやすい。プリイグニッションが発生すると、筒内圧の急激な
上昇に伴う騒音や振動が発生するだけでなく、プリイグニッションが継続することによっ
てエンジンの破損を招く可能性もある。
【０００５】



(3) JP 6283959 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

　ここで、エンジンの低回転数且つ高負荷の運転領域においては、ピストンやシリンダラ
イナに付着した燃料（デポジット）や、このデポジットが剥離して生じたスモークが、燃
焼室内で加熱されることにより着火源（言い換えると熱源）となって、上記したようなプ
リイグニッションが発生する場合がある。特に、過給機付きエンジンでは、過給圧が高く
なると、圧縮行程の圧力が高くなるため、圧縮行程中に燃焼室内の着火源の化学反応が促
進されて着火することで、そのようなプリイグニッションが発生しやすくなる。
【０００６】
　他方で、従来から、エミッション性能の向上や、エンジンにおける燃焼安定性の確保な
どを図って、１サイクルにおける燃料の噴射を複数回に分割することが行われている。燃
料を分割して噴射する回数（以下では適宜「分割噴射回数」と呼ぶ。）が多い場合には、
１回の燃料噴射の貫通力が弱くなり、ピストンやシリンダライナに燃料が付着しにくいの
に対して、分割噴射回数が少ない場合には、１回の燃料噴射の貫通力が強くなり、ピスト
ンやシリンダライナに燃料が付着しやすくなるため、プリイグニッションが発生しやすい
と考えられる。そのため、上記した過給機付きエンジンでは、分割噴射回数が少ない場合
には、プリイグニッションの発生を抑制すべく、過給圧を下げるように制御を行うことが
望ましいと考えられる。従来の技術では、分割噴射回数に基づいて、過給機による過給圧
を制限することは行われていなかった。
【０００７】
　本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、１サイク
ルにおいて燃料を分割して噴射する回数に基づき過給圧を適切に制限することで、プリイ
グニッションなどの異常燃焼の発生を効果的に抑制することができるエンジンの制御装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明は、過給機を備えるエンジンを制御するエンジン
の制御装置であって、エンジンにおいて異常燃焼が発生する可能性を判定し、この判定結
果に応じて、過給機による過給圧を制限するための制限過給圧を設定して、過給圧がこの
制限過給圧を超えないようにエンジンを制御するエンジン制御手段を有し、エンジンは、
１サイクルにおける燃料の噴射を複数回に分割して行い、エンジン制御手段は、エンジン
において燃料を分割して噴射する回数が少ないほど、異常燃焼が発生する可能性が高いと
判定して、制限過給圧を低く設定する、ことを特徴とする。
　このように構成された本発明によれば、エンジンにおいて燃料を分割して噴射する回数
が少ない場合（１回のみ燃料を噴射する場合も含む）に、ピストンやシリンダライナに燃
料が付着しやすく、燃焼室において着火源が生成されやすいため、異常燃焼（特に、燃焼
室内の混合気が点火時期よりも前に自着火する異常燃焼）が発生する可能性が高いものと
判断して、過給機による過給圧を制限するための制限過給圧（過給圧に対して課す上限に
相当する）を低く設定する。これにより、過給機による過給圧を低下させて、言い換える
と過給圧が上昇しないようして、燃焼室内の付着燃料やスモークなどの着火源の化学反応
が進むことを抑制することができ、異常燃焼の発生を適切に抑制することが可能となる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、エンジンは、可変バルブタイミング機構を備え、この可
変バルブタイミング機構によって吸気バルブのバルブタイミングを変化させ、エンジン制
御手段は、更に、可変バルブタイミング機構によって吸気バルブの閉じタイミングが基準
閉じタイミングから進角された量が大きいほど、異常燃焼が発生する可能性が高いと判定
して、制限過給圧を低く設定する。
　このように構成された本発明によれば、可変バルブタイミング機構による吸気バルブの
閉じタイミングの進角量が大きい場合に、筒内圧の上昇により、燃焼室において着火源の
化学反応が促進されやすいため、異常燃焼が発生する可能性が高いものと判断して、制限
過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を低下させて、燃焼室内において着火源
の化学反応が進むことを抑制することで、異常燃焼の発生を適切に抑制することができる
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。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、エンジン制御手段は、更に、エンジン回転数が低いほど
、異常燃焼が発生する可能性が高いと判定して、制限過給圧を低く設定する。
　このように構成された本発明によれば、エンジン回転数が低い場合に、エンジン回転数
が高い場合と比較して、１サイクルの時間が長く、燃料の点火までに燃焼室内の着火源の
化学反応が進む傾向にあるため、異常燃焼が発生する可能性が高いものと判断して、制限
過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を低下させて、燃焼室内において着火源
の化学反応が進むことを抑制することで、異常燃焼の発生を適切に抑制することができる
。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、エンジン制御手段は、更に、エンジンのインテークマニ
ホールドの圧力であるインマニ圧が高いほど、異常燃焼が発生する可能性が高いと判定し
て、制限過給圧を低く設定する。
　このように構成された本発明によれば、インマニ圧が高い場合に、燃焼室において着火
源の化学反応が促進されやすいため、異常燃焼が発生する可能性が高いものと判断して、
制限過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を低下させて、燃焼室内において着
火源の化学反応が進むことを抑制することで、異常燃焼の発生を適切に抑制することがで
きる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、エンジン制御手段は、更に、エンジンの吸気温が高いほ
ど、異常燃焼が発生する可能性が高いと判定して、制限過給圧を低く設定する。
　このように構成された本発明によれば、エンジンの吸気温（例えばインマニ吸気温）が
高い場合に、燃焼室において着火源の化学反応が促進されやすいため、異常燃焼が発生す
る可能性が高いものと判断して、制限過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を
低下させて、燃焼室内において着火源の化学反応が進むことを抑制することで、異常燃焼
の発生を適切に抑制することができる。
【００１３】
　本発明において、好ましくは、エンジン制御手段は、更に、エンジンに供給される燃料
と空気の量の関係を示す当量比が小さいほど、異常燃焼が発生する可能性が高いと判定し
て、制限過給圧を低く設定する。
　このように構成された本発明によれば、当量比が小さい場合に、当量比が大きい場合と
比較して、燃料による筒内冷却の効果がほとんど得られず、燃焼室における着火源の化学
反応が抑制されないので、異常燃焼が発生する可能性が高いものと判断して、制限過給圧
を低く設定する。これによっても、過給圧を低下させて、燃焼室内において着火源の化学
反応が進むことを抑制することで、異常燃焼の発生を適切に抑制することができる。
【００１４】
　本発明において、好ましくは、エンジン制御手段は、エンジンの運転領域が、エンジン
回転数が所定値未満で且つエンジン負荷が所定値以上である、低回転数且つ高負荷の領域
である場合にのみ、制限過給圧を設定する。
　このように構成された本発明によれば、エンジンの異常燃焼は、エンジンの運転領域が
低回転数且つ高負荷の領域である場合に発生する傾向にあるので、低回転数且つ高負荷の
領域である場合にのみ、制限過給圧を設定して過給圧を制限する。これにより、制限過給
圧の設定に要する処理負荷を軽減することができる。
【００１５】
　好ましくは、本発明は、燃料を気筒内に直接噴射するガソリンエンジンに適用される。
　このように構成された本発明では、上記したように制限過給圧を設定することで、過給
器付きのガソリンエンジンにおいて発生し得る、燃焼室内の混合気が点火時期より前に自
着火する異常燃焼、具体的にはプリイグニッション（過早着火）を、適切に抑制すること
が可能となる。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明のエンジンの制御装置によれば、１サイクルにおいて燃料を分割して噴射する回
数に基づき過給圧を適切に制限することで、プリイグニッションなどの異常燃焼の発生を
効果的に抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態によるエンジンの制御装置が適用されたエンジンシステムの概
略構成図である。
【図２】本発明の実施形態によるエンジンにおける燃料噴射タイミングの一例を示すタイ
ムチャートである。
【図３】過給圧と異常燃焼（プリイグニッション）の発生回数との関係を概略的に示す図
である。
【図４】本発明の実施形態による制限過給圧を設定するための制御ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態によるエンジンの制御装置について説明
する。
【００１９】
　［装置構成］
　まず、図１を参照して、本発明の実施形態によるエンジンの制御装置が適用されたエン
ジンの装置構成を説明する。図１は、本発明の実施形態によるエンジンの制御装置が適用
されたエンジンシステムの概略構成図である。
【００２０】
　図１に示すように、エンジンシステム１００は、主に、外部から導入された吸気（空気
）が通過する吸気通路１０と、この吸気通路１０から供給された吸気と、後述する燃料噴
射弁２３から供給された燃料との混合気を燃焼させて車両の動力を発生するエンジン２０
（本実施形態ではガソリンエンジン）と、このエンジン２０内の燃焼により発生した排気
ガスを排出する排気通路３０と、エンジンシステム１００全体を制御するＥＣＵ（Electr
onic Control Unit）４４とを有する。
【００２１】
　吸気通路１０には、上流側から順に、外部から導入された吸気を浄化するエアクリーナ
ー２と、通過する吸気を圧縮して吸気圧力を上昇させる、ターボ過給機４のコンプレッサ
４ａと、通過する吸気を冷却するインタークーラ９と、通過する吸気量を調整するスロッ
トルバルブ１１と、エンジン２０に供給する吸気を一時的に蓄えるサージタンク１３と、
が設けられている。
　また、吸気通路１０には、ターボ過給機４のコンプレッサ４ａを迂回して吸気を流すエ
アバイパス通路６が設けられている。具体的には、エアバイパス通路６は、一端がコンプ
レッサ４ａの下流側で且つスロットルバルブ１１の上流側の吸気通路１０に接続され、他
端がコンプレッサ４ａの上流側の吸気通路１０に接続されている。また、このエアバイパ
ス通路６上には、エアバイパス通路６を流れる吸気を制御するエアバイパスバルブ７が設
けられている。
【００２２】
　エンジン２０は、気筒２１が設けられたシリンダブロック２２（なお、図１では、１つ
の気筒２１のみを図示するが、例えば４つの気筒２１が直列に設けられる）と、このシリ
ンダブロック２２上に配設されたシリンダヘッド２３と、シリンダブロック２２の下側に
配設され、潤滑油が貯留されたオイルパン８とを有している。各気筒２１内には、コンロ
ッド２４を介してクランクシャフト１２と連結されているピストン１４が往復動可能に嵌
挿されている。シリンダヘッド２３と、気筒２１と、ピストン１４とは、燃焼室１６を画
定する。
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【００２３】
　シリンダヘッド２３には、気筒２１毎に、各々独立した２つの吸気ポート１８及び２つ
の排気ポート１９が形成されていると共に、これら吸気ポート１８及び排気ポート１９に
は、燃焼室１６側の開口を開閉する吸気バルブ２５及び排気バルブ２７がそれぞれ配設さ
れている。吸気ポート１８は吸気通路１０に接続され、排気ポート１９は排気通路３０に
接続されている。また、シリンダヘッド２３の下面は、燃焼室１６の天井２６を形成して
いる。この天井２６は、中央部からシリンダヘッド２３下端まで延びる２つの対向する傾
斜面を有する、いわゆるペントルーフ型となっている。
【００２４】
　シリンダヘッド２３にはまた、気筒２１毎に、気筒２１内に燃料を直接噴射（直噴）す
るインジェクタ２８が取り付けられている。インジェクタ２８は、その噴口２９が、燃焼
室１６の天井２６の周縁部において２つの吸気ポート１８の間から斜め下方に向かってそ
の燃焼室１６内に臨むように配設されている。このインジェクタ２８は、エンジン２０の
運転状態に応じて設定された噴射タイミングでかつ、エンジン２０の運転状態に応じた量
の燃料を、燃焼室１６内に直接噴射する。
【００２５】
　シリンダヘッド２３にはまた、気筒２１毎に、燃焼室１６内の混合気に強制点火する点
火プラグ３９が取り付けられている。点火プラグ３９は、燃焼室１６の天井２６の中央部
から下方へ延びるように、シリンダヘッド２３内を貫通して配置されている。点火プラグ
３９には、点火プラグ３９に電圧を供給する点火回路４０が接続されている。
【００２６】
　シリンダヘッド２３にはまた、各気筒２１の吸気バルブ２５及び排気バルブ２７をそれ
ぞれ駆動するバルブ駆動機構４１が設けられている。このバルブ駆動機構４１は、例えば
、吸気バルブ２５及び／又は排気バルブ２７のリフト量を変更することが可能な図外の可
変バルブリフト機構（ＶＶＬ）、及び、吸気バルブ２５及び／又は排気バルブ２７につい
てのクランクシャフト１２に対するカムシャフトの回転位相を変更することが可能な図外
のバルブ位相可変機構（ＶＶＴ）、のうちの少なくとも一方によって構成される。
【００２７】
　図外の燃料タンクとインジェクタ２８との間は、燃料供給経路によって互いに連結され
ている。この燃料供給経路上には、インジェクタ２８に所望の燃料圧力で燃料を供給する
ことが可能な燃料供給システム４２が介設されている。インジェクタ２８に供給される燃
料の圧力は、エンジン２０の運転状態に応じて変更される。
【００２８】
　排気通路３０には、上流側から順に、通過する排気ガスによって回転され、この回転に
よって上記したようにコンプレッサ４ａを駆動する、ターボ過給機４のタービン４ｂと、
例えばＮＯｘ触媒や三元触媒や酸化触媒などの、排気ガスの浄化機能を有する排気浄化触
媒３７、３８と、が設けられている。
　また、排気通路３０には、排気ガスを吸気通路１０に還流するＥＧＲ（Exhaust Gas Re
circulation）通路３２が接続されている。このＥＧＲ通路３２は、一端がタービン４ｂ
の上流側の排気通路３０に接続され、他端がスロットルバルブ１１の下流側の吸気通路１
０に接続されている。加えて、ＥＧＲ通路３２には、還流させる排気ガスを冷却するＥＧ
Ｒクーラ３３と、ＥＧＲ通路３２を流れる排気ガスを制御するＥＧＲバルブ３４とが設け
られている。
　更に、排気通路３０には、ターボ過給機４のタービン４ｂを迂回して排気ガスを流すタ
ービンバイパス通路３５が設けられている。このタービンバイパス通路３５上には、ター
ビンバイパス通路３５を流れる排気ガスを制御するウエストゲートバルブ（Ｗ／Ｇバルブ
）３６が設けられている。
【００２９】
　また、エンジンシステム１００は、インテークマニホールドの圧力（インマニ圧）を検
出する圧力センサ６６と、インテークマニホールドの吸気の温度（インマニ吸気温）を検
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出する温度センサ６８と、クランクシャフト１２の回転角を検出するクランク角センサ７
０と、エンジン冷却水の温度（エンジン水温）を検出する水温センサ７２と、エンジン２
０の振動を検出する振動センサ７４と、車両のアクセルペダルの操作量に対応したアクセ
ル開度を検出するアクセル開度センサ（図示省略）などを有する。これらの各種センサの
検出信号Ｓ６６、Ｓ６８、Ｓ７０、Ｓ７２、Ｓ７４は、ＥＣＵ４４に入力される。
【００３０】
　ＥＣＵ４４は、ＣＰＵ、メモリ、カウンタタイマ群、インターフェース及びこれらのユ
ニットを接続するパスを有するマイクロプロセッサで構成されている。ＥＣＵ４４は、上
記した検出信号Ｓ６６、Ｓ６８、Ｓ７０、Ｓ７２、Ｓ７４などに基づいて種々の演算を行
うことによってエンジン２０や車両の状態を判定し、これに応じてインジェクタ２８、点
火回路４０、バルブ駆動機構４１、燃料供給システム４２等へ制御信号を出力する。なお
、ＥＣＵ４４は、本発明における「エンジンの制御装置」に相当し、本発明における「エ
ンジン制御手段」として機能する（詳細は後述する）。
【００３１】
　［燃料噴射タイミング］
　次に、図２を参照して、本発明の実施形態によるエンジン２０における燃料噴射タイミ
ングの制御について説明する。なお、当該燃料噴射タイミングの制御は、ＥＣＵ４４がイ
ンジェクタ２８を制御することで実現される。
【００３２】
　図２（ａ）～（ｃ）は、本発明の実施形態によるエンジン２０における燃料噴射タイミ
ングの一例を示すタイムチャートであり、図２における横軸は圧縮上死点前のクランク角
を示す。また、図２（ａ）～（ｃ）のそれぞれに示したハッチングしたバーの長さは、燃
料噴射量の大きさを大まかに表している。
【００３３】
　本実施形態では、エンジン２０の運転状態などに応じて、エミッション性能の向上や、
エンジン２０における燃焼安定性の確保（プリイグニッションなどの異常燃焼の抑制）な
どを図って、１サイクルにおける燃料の噴射を２回又は３回に分割して実施する、若しく
は、燃料の噴射を分割せずに１サイクルにおいて燃料の噴射を１回のみ実施する。
【００３４】
　図２（ｂ）及び（ｃ）に示すように、例えばエンジン２０の運転領域が低回転数且つ高
負荷の領域である場合に、燃料の噴射を２回又は３回に分割して実施する。燃料の噴射を
２回に分割する場合には、気筒２１の吸気行程中に設定された１つの所定時期と、気筒２
１の圧縮行程中に設定された１つの所定時期との２つの時期に分割して、インジェクタ２
８から燃料を噴射させ、燃料の噴射を３回に分割する場合には、気筒２１の吸気行程中に
設定された２つの所定時期と、気筒２１の圧縮行程中に設定された１つの所定時期との３
つの時期に分割して、インジェクタ２８から燃料を噴射させる。他方で、図２（ａ）に示
すように、例えばエンジン２０の運転領域が低回転数且つ高負荷の領域外である場合には
、気筒２１の吸気工程中に設定された１つの所定時期に、インジェクタ２８から燃料を一
括噴射させる。
【００３５】
　なお、図２では、１サイクルにおける燃料の噴射を２回又は３回に分割して実施する例
を示したが、１サイクルにおける燃料の噴射を４回以上に分割して実施してもよい。
【００３６】
　［制御内容］
　次に、本発明の実施形態においてＥＣＵ４４が実行する制御内容について、具体的に説
明する。
【００３７】
　最初に、図３を参照して、ターボ過給機４による過給圧が高くなると異常燃焼が発生し
やすくなる理由について説明する。図３は、過給圧を上昇させていったときの異常燃焼（
特にプリイグニッション）の発生回数を計測した結果を概略的に示している。
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【００３８】
　図３に示すように、過給圧が高くなると、プリイグニッションの発生回数がかなり多く
なることがわかる。これは、過給圧が高くなると、圧縮行程の圧力が高くなるため、この
圧縮行程中に、燃焼室１６内の付着燃料やスモークなどの着火源の化学反応（Ｃａの化学
反応など）が促進されて、これが着火することにより、プリイグニッションが発生しやす
くなるからである。このようなプリイグニッションは、ピストンやシリンダライナに付着
したオイルや燃料（デポジット）や、このデポジットが剥離して生じたスモークなどが、
燃焼室１６内の着火源となって発生する異常燃焼であり、噴射した燃料が圧縮上死点付近
で自着火するプリイグニッション（つまり噴射した燃料が直接的な原因となる自着火）と
は異なる異常燃焼である。
【００３９】
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、上記のような付着燃料やスモークなどの着火源に起因
するプリイグニッションの発生を抑制すべく、エンジン２０においてプリイグニッション
が発生する可能性を判定し、この判定結果に応じて、ターボ過給機４による過給圧を制限
するための制限過給圧（過給圧に対して課す上限に相当する）を設定して、過給圧がこの
制限過給圧を超えないようにエンジン２０を制御する。つまり、ＥＣＵ４４は、エンジン
２０の運転状態などに基づき、プリイグニッションが発生する可能性を判定し、プリイグ
ニッションが発生する可能性が高いほど、制限過給圧を低く設定する。換言すると、ＥＣ
Ｕ４４は、燃焼室１６内において付着燃料やスモークなどの着火源が発生しやすい状態に
おいて、制限過給圧を低く設定する。本実施形態では、このように制限過給圧を低く設定
することで、ターボ過給機４による過給圧を低下させて（言い換えると過給圧が上昇しな
いようにし）、燃焼室１６内の付着燃料やスモークなどの着火源の化学反応が進むことを
抑制するようにして、プリイグニッションの発生を抑制している。
【００４０】
　具体的には、ＥＣＵ４４は、エンジン２０の運転状態や、ドライバによるアクセルペダ
ル操作に応じたエンジン２０の要求トルクなどに基づいて、ターボ過給機４による過給圧
の目標過給圧を設定し（目標過給圧の設定には公知の種々の手法を適用することができる
）、この目標過給圧が上記の制限過給圧以上である場合には、目標過給圧を制限過給圧に
設定する。他方で、目標過給圧が制限過給圧未満である場合には、ＥＣＵ４４は、この目
標過給圧をそのまま適用する。例えば、エンジン制御部４４ｂは、実際の過給圧（圧力セ
ンサ６６によって検出されたインマニ圧に対応する）が、このようにして設定された目標
過給圧を超える場合には、ウエストゲートバルブ３６を開いて、ターボ過給機４のタービ
ン４ｂを迂回して排気ガスを流すことで（つまりタービンバイパス通路３５に排気ガスを
流す）、過給圧を低下させるようにする。
【００４１】
　また、本実施形態では、ＥＣＵ４４は、以下に示すような種々のパラメータを用いて、
プリイグニッションが発生する可能性を判定して、この判定結果に応じて、過給圧を制限
するための制限過給圧を設定する。
【００４２】
　（ａ）エンジン水温
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、水温センサ７２によって検出されたエンジン水温が低
いほど、プリイグニッションが発生する可能性が高いと判定して、制限過給圧を低く設定
する。こうするのは、エンジン水温が低い場合には、燃焼室１６内のピストンやシリンダ
ライナに付着した燃料などが蒸発しにくく、付着燃料やスモークなどの着火源が生成され
やすいからである。
【００４３】
　（ｂ）オクタン価
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、エンジン２０に供給される燃料のオクタン価が高いほ
ど、プリイグニッションが発生する可能性が高いと判定して、制限過給圧を低く設定する
。こうするのは、オクタン価が高い燃料は、オクタン価が低い燃料と比べて、着火しにく
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くため、燃焼室１６においてスモークなどの着火源が生成されやすいからである。
　ここで、ＥＣＵ４４は、上記したようにオクタン価に応じて制限過給圧を低く設定した
場合、これによるエンジン出力の低下分を補うように、エンジン２０の点火時期を進角さ
せてエンジン出力を上昇させる制御を行う。こうするのは、オクタン価が高い燃料を用い
た場合には、オクタン価が低い燃料を用いた場合と比べて、ノッキングを生じさせること
なく、点火時期を適切に進角させることができるからである。例えば、ＥＣＵ４４は、オ
クタン価に応じて制限過給圧を低く設定したことによるエンジン出力の低下分を、所定の
演算式又はマップから求め、そして、求めたエンジン出力の低下分を補うことができる点
火時期の進角量を、所定の演算式又はマップから求めて、求めた進角量だけ点火時期を進
角させる。但し、オクタン価に応じて制限過給圧を低く設定したことによるエンジン出力
の低下分の全てを補うように点火時期を進角させることに限定はされず、このエンジン出
力の低下分の一部を補うように点火時期を進角させてもよい。点火時期を進角させること
で上昇させることができるエンジン出力には限界があるからである。
　なお、ＥＣＵ４４は、例えば、給油されるごとに、点火プラグ３９及び点火回路４０を
制御して点火時期を進角させていき、振動センサ７４を用いてノッキングが発生しない点
火時期の限界を求めて、この点火時期の限界に基づいて、燃料のオクタン価の値（ＲＯＮ
）を求める。
【００４４】
　（ｃ）分割噴射回数
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、１サイクルにおいて燃料を分割して噴射する回数（以
下では単に「分割噴射回数」と呼ぶ。）が少ないほど、プリイグニッションが発生する可
能性が高いと判定して、制限過給圧を低く設定する。こうするのは、分割噴射回数が多い
場合には、１回の燃料噴射の貫通力が弱くなり、ピストンやシリンダライナに燃料が付着
しにくいのに対して、分割噴射回数が少ない場合には（例えば１回のみ噴射（一括噴射）
する場合）、１回の燃料噴射の貫通力が強くなり、ピストンやシリンダライナに燃料が付
着しやすくなり、燃焼室１６において着火源が生成されやすいからである。
【００４５】
　（ｄ）エンジン回転数
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、クランク角センサ７０の検出信号Ｓ７０に対応するエ
ンジン回転数が低いほど、プリイグニッションが発生する可能性が高いと判定して、制限
過給圧を低く設定する。こうするのは、エンジン回転数が低い場合には、エンジン回転数
が高い場合と比べると、１サイクルの時間が長く、噴射した燃料の点火までに燃焼室１６
内の着火源の化学反応が進んでしまう傾向にあり（逆に、エンジン回転数が高い場合には
、着火源が反応するまでに点火が実行される傾向にある）、プリイグニッションが発生し
やすいからである。
【００４６】
　（ｅ）インマニ圧
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、圧力センサ６６によって検出されたインマニ圧（過給
圧）が高いほど、プリイグニッションが発生する可能性が高いと判定して、制限過給圧を
低く設定する。こうするのは、インマニ圧が高いほど、燃焼室１６において付着燃料やス
モークなどの着火源の化学反応が促進されやすいからである。
【００４７】
　（ｆ）インマニ吸気温
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、温度センサ６８によって検出されたインマニ吸気温が
高いほど、プリイグニッションが発生する可能性が高いと判定して、制限過給圧を低く設
定する。こうするのは、インマニ吸気温が高いほど、燃焼室１６において付着燃料やスモ
ークなどの着火源の化学反応が促進されやすいからである。
【００４８】
　（ｇ）吸気ＶＶＴ進角量
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、吸気バルブ２５のバルブタイミングを変化させる可変
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バルブタイミング機構（ＶＶＴ）４１によって、吸気バルブ２５の閉じタイミングが基準
閉じタイミングから進角された量（以下では単に「吸気ＶＶＴ進角量」と呼ぶ。）に基づ
き、プリイグニッションが発生する可能性を判定して、制限過給圧を設定する。具体的に
は、ＥＣＵ４４は、吸気ＶＶＴ進角量が大きいほど、プリイグニッションが発生する可能
性が高いと判定して、制限過給圧を低く設定する。こうするのは、吸気ＶＶＴ進角量が大
きいと、筒内圧が上昇することで、燃焼室１６において付着燃料やスモークなどの着火源
の化学反応が促進されやすいからである。なお、上記した基準閉じタイミングは、吸気バ
ルブ２５の閉じタイミングを進角又は遅角させるときの基準となるバルブタイミング（事
前に定めたタイミング）である。
【００４９】
　（ｈ）当量比（目標当量比）
　本実施形態では、ＥＣＵ４４は、エンジン２０に供給される燃料と空気の量の関係を示
す当量比（目標当量比に相当する）が小さいほど、プリイグニッションが発生する可能性
が高いと判定して、制限過給圧を低く設定する。こうするのは、当量比が大きい場合には
（例えば燃料が増量された場合）、エンジン２０に供給される燃料が相対的に多くなり、
燃料による筒内冷却の効果が得られ（この場合、比熱比が小さくなる）、付着燃料やスモ
ークなどの着火源の化学反応が抑制されるのに対して、当量比が小さい場合には、エンジ
ン２０に供給される燃料が相対的に少なくなり、燃料による筒内冷却の効果がほとんど得
られず（この場合、比熱比が大きくなる）、付着燃料やスモークなどの着火源の化学反応
が抑制されずに、プリイグニッションが発生しやすくなるからである。
【００５０】
　［制御ブロック］
　次に、図４を参照して、本発明の実施形態において、ＥＣＵ４４が制限過給圧を設定す
るために実行する制御処理の流れについて具体的に説明する。図４は、本発明の実施形態
による制限過給圧を設定するための制御ブロック図を示している。
【００５１】
　図４の制御ブロック図の内容を説明する前に、その基本概念について述べる。以下の式
（１）及び式（２）は、エンジン２０における断熱圧縮の現象を表している。
　　Ｔ2＝Ｔ1ε

κ-1　　式（１）
　　Ｐ2＝Ｐ1ε

κ　　　式（２）
　式（１）は、圧縮後のインマニ吸気温Ｔ2が、圧縮前の吸気温度Ｔ1と有効圧縮比εと比
熱比κとの影響を受けることを示しており、式（２）は、圧縮後のインマニ圧Ｐ2が、圧
縮前のインマニ圧Ｐ1と有効圧縮比εと比熱比κとの影響を受けることを示している。制
御として最終的に求めたいのは、上述した制限過給圧であるが、この制限過給圧は、式（
２）を変形した以下の式（３）で表すことができる。
　　Ｐ1＝Ｐ2／εκ　　式（３）
　式（３）は、Ｐ2を筒内圧の限界である限界筒内圧とすると、この限界筒内圧Ｐ2と有効
圧縮比εと比熱比κとから、制限過給圧としてのＰ1を設定できることを示している。［
制御内容］のセクションで述べたように、圧縮時の筒内状態量の変化がプリイグニッショ
ンの発生に影響を与えることから、限界筒内圧Ｐ2を求めるに当たって、プリイグニッシ
ョンの発生に影響を与えるパラメータを用いればよい。具体的には、本実施形態では、エ
ンジン回転数、分割噴射回数、インマニ圧、インマニ吸気温及びオクタン価を用いて、限
界筒内圧Ｐ2を求めることとする。また、式（３）中の有効圧縮比εは、吸気ＶＶＴ進角
量から求めることができ、式（３）中の比熱比κは、理論値を用いることができる、より
具体的には当量比（目標当量比）から求めることができる。
　このようにして、限界筒内圧Ｐ2、有効圧縮比ε及び比熱比κを求めて、これらを式（
３）に代入することで、制限過給圧Ｐ1を求めることができる。
【００５２】
　以上述べた基本概念に基づき、図４に示すような、制限過給圧Ｐ1を求めるための制御
ブロックが設定されている。
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【００５３】
　図４に示すように、まず、ＥＣＵ４４は、エンジン回転数、分割噴射回数、インマニ圧
、インマニ吸気温及びオクタン価を用いて、限界筒内圧Ｐ2を求める。この場合、エンジ
ン回転数、分割噴射回数、インマニ圧、インマニ吸気温及びオクタン価のそれぞれのパラ
メータに感度を持たせるように、これらのパラメータによって規定された多項式にてフィ
ッティングを行うべく、ＥＣＵ４４は、事前に定めた多項式近似によって限界筒内圧Ｐ2

を求める。この多項式近似によれば、エンジン回転数が低いほど、低い限界筒内圧Ｐ2が
求められ、分割噴射回数が少ないほど、低い限界筒内圧Ｐ2が求められ、インマニ圧が高
いほど、低い限界筒内圧Ｐ2が求められ、インマニ吸気温が高いほど、低い限界筒内圧Ｐ2

が求められ、オクタン価が高いほど、低い限界筒内圧Ｐ2が求められるようになっている
。こうしているのは、［制御内容］のセクションで述べたように、エンジン回転数が低い
場合、分割噴射回数が少ない場合、インマニ圧が高い場合、インマニ吸気温が高い場合、
及び、オクタン価が高い場合には、プリイグニッションが発生する可能性が高いため、過
給圧を低下させるように、限界筒内圧Ｐ2を低くして制限過給圧Ｐ1を低く設定すべきだか
らである。
【００５４】
　上記のように限界筒内圧Ｐ2を求めるのと並行して、ＥＣＵ４４は、可変バルブタイミ
ング機構（ＶＶＴ）４１によって吸気バルブ２５の閉じタイミングが基準閉じタイミング
から進角された量である吸気ＶＶＴ進角量に基づいて、有効圧縮比εを求めると共に、エ
ンジン２０に供給する燃料と空気の量の関係を示す目標当量比に基づいて、比熱比κを求
める。この場合、ＥＣＵ４４は、事前に定めた有効圧縮比テーブルを参照して、吸気ＶＶ
Ｔ進角量から有効圧縮比εを求めると共に、事前に定めた比熱比テーブルを参照して、目
標当量比から比熱比κを求める。有効圧縮比テーブルは、吸気ＶＶＴ進角量が大きくなる
と、有効圧縮比εが大きくなるように規定されており、比熱比テーブルは、目標当量比が
大きくなると（例えば燃料が増量された場合）、比熱比κが小さくなるように規定されて
いる。
　なお、吸気ＶＶＴ進角量及び目標当量比を上記した多項式に組み込んでいないのは、こ
れら吸気ＶＶＴ進角量及び目標当量比のそれぞれに単独の感度を持たせて、制限過給圧Ｐ

1を求めるためである。これにより、吸気ＶＶＴ進角量に応じた有効圧縮比εを用いるこ
とで、吸気ＶＶＴ進角量が大きいほど、制限過給圧Ｐ1が低く設定されるようになり、目
標当量比に応じた比熱比κを用いることで、目標当量比が小さいほど、制限過給圧Ｐ1が
低く設定されるようになっている。
【００５５】
　そして、ＥＣＵ４４は、このようにして求めた限界筒内圧Ｐ2と、有効圧縮比εと、比
熱比κとを、式（３）に代入することで、制限過給圧Ｐ1を求める。つまり、ＥＣＵ４４
は、限界筒内圧Ｐ2を、有効圧縮比εをκ乗した値（εκ）で除算することで、制限過給
圧Ｐ1を求める。この後、ＥＣＵ４４は、求めた制限過給圧Ｐ1を補正する。具体的には、
ＥＣＵ４４は、エンジン水温、充填効率及びエンジン回転数に基づいて、制限過給圧Ｐ1

を補正する。以下では、説明の便宜上、補正前の制限過給圧Ｐ1を適宜「補正前制限過給
圧Ｐ1」と表記し、補正後の制限過給圧を適宜「最終制限過給圧Ｐ3」と表記する。
【００５６】
　まず、ＥＣＵ４４は、エンジン水温感度テーブルを参照して、エンジン水温に応じた値
（エンジン水温テーブル値）を得る。このエンジン水温感度テーブルは、エンジン水温が
低いほど、補正前制限過給圧Ｐ1をエンジン水温テーブル値に基づいて補正することで得
られる最終制限過給圧Ｐ3が低くなるように設定されている。また、ＥＣＵ４４は、充填
効率感度テーブルを参照して、充填効率に応じた値（充填効率テーブル値）を得る。この
充填効率感度テーブルは、充填効率が高いほど、補正前制限過給圧Ｐ1を充填効率テーブ
ル値に基づいて補正することで得られる最終制限過給圧Ｐ3が低くなるように設定されて
いる。なお、充填効率は、エンジン負荷に相当するものであり、例えば、インマニ圧や吸
気ＶＶＴ進角量などに基づいて、多項式により求められる。また、ＥＣＵ４４は、エンジ
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ン回転数感度テーブルを参照して、エンジン回転数に応じた値（エンジン回転数テーブル
値）を得る。このエンジン回転数感度テーブルは、エンジン回転数が低いほど、補正前制
限過給圧Ｐ1をエンジン回転数テーブル値に基づいて補正することで得られる最終制限過
給圧Ｐ3が低くなるように設定されている。
　なお、充填効率に基づいて制限過給圧Ｐ1を補正しようとしているのは、基本的には充
填効率はそれほど高くならないはずだが、吸気温がかなり低い場合や、限界筒内圧Ｐ2を
求めるための多項式において想定していない条件が生じた場合などに、過剰な充填効率が
制御ブロックに入力される可能性があり、そのような場合に過給圧を適切に制限するため
である。加えて、エンジン回転数に基づいて制限過給圧Ｐ1を補正しようとしているのも
、限界筒内圧Ｐ2を求めるための多項式においてエンジン回転数に基づき適切にフィッテ
ィングできなかった場合に、過給圧を適切に制限するためである。このように、本実施形
態では、充填効率及びエンジン回転数に基づいて制限過給圧Ｐ1を補正するようにして、
制御のロジックに対してガードを設けているのである。
【００５７】
　次に、ＥＣＵ４４は、上記のようにして求められたエンジン水温テーブル値、充填効率
テーブル値及びエンジン回転数テーブル値の中の最小値を特定し、この最小値によって「
１」を除算した値を補正係数として用いる。そして、ＥＣＵ４４は、この補正係数を補正
前制限過給圧Ｐ1に積算することで、最終制限過給圧Ｐ3を求める。この後、ＥＣＵ４４は
、求めた最終制限過給圧Ｐ3と、エンジン２０の運転状態やエンジン２０の要求トルクな
どに基づいて設定した目標過給圧とを比較し、目標過給圧が最終制限過給圧Ｐ3以上であ
る場合には、目標過給圧を最終制限過給圧Ｐ3に設定し、目標過給圧が最終制限過給圧Ｐ3

未満である場合には、この目標過給圧をそのまま適用する。
【００５８】
　なお、図４に示す制御ブロックに係る制御は、つまり最終制限過給圧Ｐ3を設定する制
御は、常時実行せずに、エンジン２０の運転領域が低回転数且つ高負荷の領域である場合
にのみ実行するのがよい。プリイグニッションは、エンジン２０の運転領域が低回転数且
つ高負荷の領域である場合に発生する傾向にあるからである。このように低回転数且つ高
負荷の領域である場合にのみ、最終制限過給圧Ｐ3を設定する制御を実行することで、当
該制御に要する処理負荷を軽減することができる。
【００５９】
　［作用効果］
　次に、本発明の実施形態によるエンジンの制御装置の作用効果について説明する。
【００６０】
　本実施形態では、エンジン水温が低い場合に、燃焼室１６内のピストンやシリンダライ
ナに付着した燃料などが蒸発しにくく、付着燃料やスモークなどの着火源が生成されやす
いため、プリイグニッションが発生する可能性が高いものと判断して、制限過給圧を低く
設定する。これにより、ターボ過給機４による過給圧を低下させて（言い換えると過給圧
が上昇しないようして）、燃焼室１６内の付着燃料やスモークなどの着火源の化学反応が
進むことを抑制することができ、プリイグニッションの発生を適切に抑制することが可能
となる。
【００６１】
　また、本実施形態では、燃料のオクタン価が高い場合に、燃料が着火しにくく、燃焼室
１６においてスモークなどの着火源が生成されやすいため、プリイグニッションが発生す
る可能性が高いものと判断して、制限過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を
低下させて、燃焼室１６内において着火源の化学反応が進むことを抑制することで、プリ
イグニッションの発生を適切に抑制することができる。
　加えて、本実施形態では、上記したようにオクタン価に応じて制限過給圧を低く設定し
た場合に、エンジン２０の点火時期を進角させる制御を行うので、過給圧制限によるエン
ジン出力の低下を適切に抑制することができる。
【００６２】
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　また、本実施形態では、燃料の分割噴射回数が少ない場合に、ピストンやシリンダライ
ナに燃料が付着しやすく、燃焼室１６において着火源が生成されやすいため、プリイグニ
ッションが発生する可能性が高いものと判断して、制限過給圧を低く設定する。これによ
っても、過給圧を低下させて、燃焼室１６内において着火源の化学反応が進むことを抑制
することで、プリイグニッションの発生を適切に抑制することができる。
【００６３】
　また、本実施形態では、エンジン回転数が低い場合に、エンジン回転数が高い場合と比
較して、１サイクルの時間が長く、燃料の点火までに燃焼室１６内の着火源の化学反応が
進む傾向にあるため、プリイグニッションが発生する可能性が高いものと判断して、制限
過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を低下させて、燃焼室１６内において着
火源の化学反応が進むことを抑制することで、プリイグニッションの発生を適切に抑制す
ることができる。
【００６４】
　また、本実施形態では、インマニ圧が高い場合、及びインマニ吸気温が高い場合に、燃
焼室１６において着火源の化学反応が促進されやすいため、プリイグニッションが発生す
る可能性が高いものと判断して、制限過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を
低下させて、燃焼室１６内において着火源の化学反応が進むことを抑制することで、プリ
イグニッションの発生を適切に抑制することができる。
【００６５】
　また、本実施形態では、吸気ＶＶＴ進角量が大きい場合に、筒内圧の上昇により、燃焼
室１６において着火源の化学反応が促進されやすいため、プリイグニッションが発生する
可能性が高いものと判断して、制限過給圧を低く設定する。これによっても、過給圧を低
下させて、燃焼室１６内において着火源の化学反応が進むことを抑制することで、プリイ
グニッションの発生を適切に抑制することができる。
【００６６】
　また、本実施形態では、当量比が小さい場合に、当量比が大きい場合と比較して、燃料
による筒内冷却の効果がほとんど得られず、燃焼室１６における着火源の化学反応が抑制
されないので、プリイグニッションが発生する可能性が高いものと判断して、制限過給圧
を低く設定する。これによっても、過給圧を低下させて、燃焼室１６内において着火源の
化学反応が進むことを抑制することで、プリイグニッションの発生を適切に抑制すること
ができる。
【符号の説明】
【００６７】
　４　ターボ過給機
　１０　吸気通路
　１１　スロットルバルブ
　１６　燃焼室
　２０　エンジン
　２１　気筒
　２５　吸気バルブ
　２７　排気バルブ
　２８　インジェクタ
　３０　排気通路
　３９　点火プラグ
　４０　点火回路
　４１　バルブ駆動機構
　４４　ＥＣＵ
　６６　圧力センサ
　６８　温度センサ
　７０　クランク角センサ
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　７２　水温センサ
　１００　エンジンシステム

【図１】 【図２】

【図３】
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